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特別支援教育の推進について 
 

Ⅰ 現行の「三重県特別支援教育推進基本計画」の主な成果と課題 

本県では、平成 27 年度から令和元年度までの 5 年間、「三重県特別支援

教育推進基本計画」に基づき、特別支援学校における教育内容の充実およ

び学校整備、小中学校や高等学校等における特別支援教育の推進に取り組

んできました。 

 【特別支援教育の取組における成果と課題】 

特別支援学校においては、企業の理解を促進するための学校見学会の開

催、キャリア教育プログラムの作成による早期からの系統的な学習などキ

ャリア教育の充実に係る取組を進めました。小中学校等においては「個別

の教育支援計画」および「個別の指導計画」の作成・活用が進み、特別支

援学級で学ぶ子ども、通級による指導を受けている子どもの全てに同計画

が作成されるなどの成果がありました。高等学校においては、平成 29年度

から通級による指導の準備を進め、平成 31年 4月から伊勢まなび高等学校

において、指導を開始しました。 

 

一方、特別な支援を必要とする子どもたちの増加への対応や通常の学級、

通級による指導、特別支援学級といったそれぞれの学びの場においての教

育の充実、特別支援学校のセンター的機能の充実など、引き続き取り組む

べき課題もあります。 

 

 【特別支援学校の整備における成果と課題】 

特別支援学校の整備に関しては、東紀州くろしお学園の校舎を熊野市金

山町に整備し、平成 29年 4月から新校舎で学習をしています。 

県立子ども心身発達医療センターの整備に伴い、発達障がい支援の充実

をめざして、かがやき特別支援学校（緑ヶ丘校、草の実校、あすなろ校）

を平成 29 年 4 月（新校舎での学習は平成 29 年 6 月から開始）に再編整備

しました。 

玉城わかば学園の児童生徒数の増加による施設の狭隘化に対応するため、

松阪あゆみ特別支援学校を新設し、平成 30年 4月に開校しました。 

 

これまで、大規模な整備を進めてきましたが、一部の特別支援学校にお

いては施設の狭隘化、老朽化や教室不足が解消されていない状況です。ま

た、盲学校における幼稚部の設置を含めた早期支援のあり方や、特別支援

学校の異なる障がい種の受入れに係る検討など、個別の課題に対応する必

要があります。 

資料２   
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２ 小中学校、高等学校における特別支援教育の充実 

（１）小中学校における、通常の学級、通級による指導、特別支援学級での指

導 

①通常の学級 

【現状と課題】 

通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする子どもたちに対しては、

「個別の教育支援計画」および「個別の指導計画」を作成し、これらの計

画に基づく一人ひとりの特性に応じた指導・支援を行うとともに、特別な

支援を必要とする子どもたちだけでなく、全ての子どもにとってわかりや

すい授業づくりや環境調整を行うことができるよう、全ての教員が特別支

援教育に関する知識・理解を高めることが必要です。 

また、周りの子どもが特別な支援の必要性についての理解を進め、お互

いを認め合い、支え合う関係が築ける学級づくりが大切です。 

 

【今後の取組の方向性】 

特別な支援を必要とする子どもたちを含む全ての子どもが、「学ぶ楽し

さ」「わかる喜び」を実感できるよう、特別支援教育の視点を取り入れた簡

潔で具体的な説明や見やすい板書等、授業のユニバーサルデザイン化を進め

ます。 

また、特別な支援を必要とする子どもたちが、通常の学級の中で、安心

して学習することができるよう、安全で過ごしやすい教室環境や、見通しが

持て、活動しやすい学級づくりを進めるとともに、お互いを理解し、共に支

え合う関係が築ける学級集団づくりを進めます。 

    

②通級による指導 

【現状と課題】 

通級による指導は、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、一部の

授業を特別な場（通級指導教室等）で受ける教育の形態で、対象となる障が

いは【別紙 1】のとおりです。 

通級による指導は、障がいによる学習上または生活上の困難を改善し、

または克服することを目的（特別支援学校の自立活動（※2）に相当する指

導）として行います。 

本県では、言語、LD・ADHD、難聴を対象とする教室を設置しており、自

閉症、情緒障がい、学習障がい（LD）、注意欠陥多動性障がい（ADHD）等の

ある通級による指導が必要な子どもは、LD・ADHD を対象とする教室で学習

しています。 
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特別支援学級で学ぶ子どもへの指導・支援を充実するため、特別支援学

校の特別支援教育コーディネーター等が巡回し、特別支援学級担任等へ助

言を行っています。特別支援学級に在籍する子どもの障がいの状況や発達

段階等は、多様化しており、一人ひとりに応じた適切な指導・支援が求め

られています。 

特別支援学級の設置数が年々増加していることから、新たに特別支援学

級を担当する教職員の特別支援教育に係る専門性の向上が課題です。 

 

【今後の取組の方向性】 

特別支援学級においては、特別支援学校の学習指導要領を参考にして、

特別の教育課程を編成することが可能なことから、特別支援学級の実態や

子どもの障がいの特性をふまえた教育課程を編成するとともに、自立活動

の指導については、一人ひとりの課題に沿った学習内容を組み立てられる

よう、特別支援学校のセンター的機能を活用します。 
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（２）高等学校における指導 

①通級による指導 

【現状と課題】 

学校教育法施行規則の一部改正により、平成 30年度から高等学校における

通級による指導が実施できるようになり、本県においても、伊勢まなび高等

学校において、平成 31年 4月から実施しています。 

伊勢まなび高等学校の通級による指導では、コミュニケーションスキルを

高めたり、自分の特性と職種のマッチングを図ったりするなど、自己理解を

深めるとともに、社会に出てから必要とされるスキルの習得などの取組を行

っています。 

【今後の取組の方向性】 

県教育委員会では、有識者等で構成する通級専門性充実検討会議を年 5 回

開催し（令和元年 11月末現在、4回実施）、高校通級が効果的に実施されるよ

うサポート体制を検討するとともに、今後の本県での高校通級の展開等につ

いて協議しています。 

高等学校にはさまざまな課程や学科があることから、伊勢まなび高等学校

の取組における成果や課題をふまえ、地域の状況やニーズ、県内の配置のバ

ランスを考慮して今後の北部・中部地域での実施について検討を進めます。 

 

②入院中の生徒への学習保障 

【現状と課題】 

本県では「三重県がん対策推進計画（第 4 期三重県がん対策戦略プラン）

平成 30 年 3 月」を定めていますが、その中で高校教育段階の支援に対して、

県教育委員会等と協力して進める旨が示されるなど、入院中の高校生に対す

る学習保障が課題となっています。 

  かがやき特別支援学校では、三重大学医学部附属病院に入院中の高校生に

対して、特別支援学校のセンター的機能として学習支援や退院後の復帰に向

けた関係者とのケース会議の開催など、安心して高校生活に戻れるよう支援

を行っています。入院中の高校生が、復帰に向けた不安の軽減や、学校に戻

るという希望をもって治療に向かう気持ちを高めること等をめざし、ICT 機

器の活用による在籍校からの授業配信等の研究を進めています。 

【今後の取組の方向性】 

入院中の高校生に対する学習保障については、入院の段階から、退院後も

含めた学習体制について、本人にどのような方法があるのかをわかりやすく

説明するとともに、本人及び保護者の希望や思いを十分に聞き取り、本人の

気持ちに寄り添いながら、研究を進めます。 
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３ 特別支援学校における教育の充実 

＜県内の特別支援学校の配置状況と在籍者数＞ 

（令和元年 5月 1日現在） 

 学校名 教育部門 設置学部 人数 

①  
盲学校 

視覚障がい 小中高専 
27 

②  
聾学校 

聴覚障がい 幼小中高専 
81 

③ 
くわな特別支援学校 

知的障がい 小中高 
147 

④ 
特別支援学校西日野にじ学園 

知的障がい 小中高 
272 

⑤ 
特別支援学校北勢きらら学園 

肢体不自由 小中高 
103 

⑥ 
杉の子特別支援学校 

肢体不自由・知的障がい 小中高 
88 

⑦ 
杉の子特別支援学校石薬師分校 

知的障がい 高 
90 

⑧ 
稲葉特別支援学校 

知的障がい 小中高 
190 

⑨ 
城山特別支援学校 

肢体不自由 小中高 
86 

⑩ 
かがやき特別支援学校緑ヶ丘校 

病弱 小中高 
46 

⑪ 
かがやき特別支援学校草の実校 

肢体不自由 小中高 
14 

⑫ 
かがやき特別支援学校あすなろ校 

病弱 小中 
43 

⑬ 
松阪あゆみ特別支援学校 

知的障がい 小中高 
157 

⑭ 
特別支援学校玉城わかば学園 

知的障がい 小中高 
126 

⑮ 
度会特別支援学校 

肢体不自由 小中高 
50 

⑯ 
特別支援学校伊賀つばさ学園 

肢体不自由・知的障がい 小中高 
141 

⑰ 
特別支援学校東紀州くろしお学園 

肢体不自由・知的障がい 小中高 
24 

⑱ 

特別支援学校東紀州くろしお学園 

おわせ分校 

肢体不自由・知的障がい 小中高 

26 

 

 

 

 

 

① 
② 

③ 

④ 
⑤ 

⑥ ⑦ 

⑧ 
⑨ 

⑩ 
⑪ 
⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 

⑲三重大学教育学部附属特別支援学校 

知的障がい 小中高 

⑳私立 特別支援学校聖母の家学園 

知的障がい 小中高専 
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居住地校交流（※11）の一人あたりの実施回数は、小学部段階で年 2～3回、

中学部段階で年 1～2回程度です。特別支援学校と地域の小中学校等の両校が

無理なく、計画的・継続的に交流及び共同学習を進め、子どもが安心して活

動できるよう、副次的な籍（※12）等、居住地との結びつきを強める仕組み

について検討しています。 

 【今後の取組の方向性】 

各特別支援学校が交流及び共同学習を計画的、効果的に進められるよう、

「交流及び共同学習ガイドライン」およびリーフレット「交流及び共同学習

を進めるために」を活用し、その意義やスムーズな実施について共通理解を

図ります。交流及び共同学習に参加した子どもの感想や子ども同士の関わり

の変化等の評価を通じて、お互いの理解がさらに深まるよう取組を進めます。 

  交流及び共同学習を積極的に進めるため、市町等教育委員会に居住地校と

の交流や学校間交流における目的や意義などについて理解と協力を求めると

ともに、より充実した取組となるよう、副次的な籍についてモデル地域を指

定して研究を進めます。 

 

（４）かがやき特別支援学校を中心としたセンター的機能 

【現状と課題】 

小中学校等の特別支援教育を推進するために、特別支援学校のセンター的

機能として、県内の地域ごとに当該特別支援学校が協力して支援を行ってい

ます。県立子ども心身発達医療センターに隣接・併設するかがやき特別支援

学校は、発達障がいに係る特別支援学校のセンター的機能の拠点校としての

役割があることから、効果的な支援方法などについて他の特別支援学校に対

して指導・助言を行う必要があります。 

また、対人関係やコミュニケーションに困難さを抱える子どもたちへの SST

（ソーシャルスキルトレーニング）（※13）に、開発企業の協力を得て VR（バ

ーチャルリアリティ）を活用し、支援の充実に向けた取組を始めた（令和元

年 11月末から開始）ところです。 

 

【今後の取組の方向性】 

特別支援学校のセンター的機能をより有効に活用できるよう、「三重県立特

別支援学校センター的機能ガイドブック」を小中学校および高等学校に周知

します。特別支援学校では設置する教育部門に応じた障がいに関する支援に

加えて、発達障がいに関する支援に取り組みます。 

特別支援学校のセンター的機能を遺憾なく発揮するため、県立子ども心身

発達医療センターや大学と連携して、指導的立場の特別支援教育コーディネ
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（※1）ＣＬＭ（Check List in Mie）と個別の指導計画：県立子ども心身発達

医療センター（旧県立小児心療センターあすなろ学園）で開発された、

子どもの育ちを見極め、適切な支援を行うためのツール。 

（※2）自立活動：一人ひとりの障がいによる学習上または生活上の困難を改

善・克服するための指導領域。心身の調和的な発達の基盤に着目して指

導するものが自立活動であり、自立活動の指導が各教科等において育ま

れる資質・能力を支える役割を担う。 

（※3）特別支援学校のセンター的機能：特別支援学校においては、幼稚園、小

学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じ

て、必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする（学校教育法第 74

条から抜粋）。 

（※4）ステップアップカフェ：県民の皆さんや企業の方々に障がい者雇用につ

いて理解を深めていただくことを目的に障がい者の働く姿を発信し、就

労における実習の場として県が設置した 働くカフェ。 

（※5）農業普及指導員や農業ジョブトレーナー：農業普及指導員：特別支援学

校における農業に係る作業学習充実のために三重県中央農業改良普及

センターから派遣する。農業ジョブトレーナー：農業経営体における職

場実習を実施する場合、農業者と生徒をつなぎ、職場定着をサポートす

るために、一般社団法人三重県障がい者就農促進協議会から派遣する。 

（※6）就労継続支援 A型事業所：通常の事業所に雇用されることが困難であり、

雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等によ

る就労の機会の提供および生産活動の機会の提供、その他の就労に必要

な知識および能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。 

（※7）障がい者就業・生活支援センター：障害者の身近な地域において、雇用、

保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面および生活面に

おける一体的な相談支援を実施する機関。 

（※8）教員と協働した医療的ケア：社会福祉士および介護福祉士法の一部改正

（平成 24 年）に伴い、たんの吸引等 5 つの特定行為に限り、登録研修

機関で研修を受けた介護職員等が、一定の条件下で制度上実施できるこ

ととなり、特別支援学校の教員についても実施できることとなった。 

（※9）交流及び共同学習：交流及び共同学習においては、相互の触れ合いを通

じて豊かな人間性を育むことを目的とする交流の側面と、教科等のねら

いの達成を目的とする共同学習の側面がある。 

（※10）交流及び共同学習ガイドライン：県教育委員会が交流及び共同学習に

おける留意点等をまとめたガイドライン。 

（※11）居住地校交流：特別支援学校の子どもが居住している地域の小・中学
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校の子どもの中に入って活動する交流及び共同学習。 

（※12）副次的な籍：特別支援学校小・中学部に在籍する児童生徒が、居住す

る地域の市町の小・中学校および義務教育学校に副次的な籍をもち、地

域とのつながりを維持・継続するためのもの。 

（※13）SST（ソーシャルスキルトレーニング）：社会生活上の基本的な技能を

身につけるための学習。「できること」を増やして、より生活しやすく

することを目的とする。 
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よ
る
認
識

が
困
難
な
程
度
の
者
で
，
通
常
の
学
級
で
の
学
習
に
お
お
む
ね
参
加
で
き
，
一

部
特
別
な
指
導
を
必
要
と
す
る
も
の

聴
覚
障
害
者

両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
お
お
む
ね
6
0
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の
の
う
ち
，
補
聴
器

等
の
使
用
に
よ
っ
て
も
通
常
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
不
可
能
又
は
著
し
く
困
難

な
程
度
の
も
の

難
聴
者

補
聴
器
等
の
使
用
に
よ
っ
て
も
通
常
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
困
難
な
程
度
の

も
の

難
聴
者

補
聴
器
等
の
使
用
に
よ
っ
て
も
通
常
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
困
難
な
程
度
の

者
で
，
通
常
の
学
級
で
の
学
習
に
お
お
む
ね
参
加
で
き
，
一
部
特
別
な
指
導
を

必
要
と
す
る
も
の

肢
体
不
自
由
者

一
肢
体
不
自
由
の
状
態
が
補
装
具
に
よ
っ
て
も
歩
行
，
筆
記
等
日
常
生
活
に

お
け
る
基
本
的
な
動
作
が
不
可
能
又
は
困
難
な
程
度
の
も
の
。

二
肢
体
不
自
由
の
状
態
が
前
号
に
掲
げ
る
程
度
に
達
し
な
い
も
の
の
う
ち
，
常

時
の
医
学
的
観
察
指
導
を
必
要
と
す
る
程
度
の
も
の

肢
体
不
自
由
者

補
装
具
に
よ
っ
て
も
歩
行
や
筆
記
等
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
に

軽
度
の
困
難
が
あ
る
程
度
の
も
の

肢
体
不
自
由
者

肢
体
不
自
由
の
程
度
が
，
通
常
の
学
級
で
の
学
習
に
お
お
む
ね
参
加
で
き
，

一
部
特
別
な
指
導
を
必
要
と
す
る
も
の

病
弱
者
（
身
体
虚
弱
者
を
含
む
。
）

一
慢
性
の
呼
吸
器
疾
患
，
腎
臓
疾
患
及
び
神
経
疾
患
，
悪
性
新
生
物
そ
の
他

の
疾
患
の
状
態
が
継
続
し
て
医
療
又
は
生
活
規
制
を
必
要
と
す
る
程
度
の
も
の

二
身
体
虚
弱
の
状
態
が
継
続
し
て
生
活
規
制
を
必
要
と
す
る
程
度
の
も
の

（
病
弱
者
・
）
身
体
虚
弱
者

一
慢
性
の
呼
吸
器
疾
患
そ
の
他
疾
患
の
状
態
が
持
続
的
又
は
間
欠
的
に
医

療
又
は
生
活
の
管
理
を
必
要
と
す
る
程
度
の
も
の

二
身
体
虚
弱
の
状
態
が
持
続
的
に
生
活
の
管
理
を
必
要
と
す
る
程
度
の
も
の

病
弱
者
・
身
体
虚
弱
者

病
弱
又
は
身
体
虚
弱
の
程
度
が
，
通
常
の
学
級
で
の
学
習
に
お
お
む
ね
参
加

で
き
，
一
部
特
別
な
指
導
を
必
要
と
す
る
も
の

言
語
障
害
者

口
蓋
裂
，
構
音
器
官
の
ま
ひ
等
器
質
的
又
は
機
能
的
な
構
音
障
害
の
あ
る

者
，
吃
音
等
話
し
言
葉
に
お
け
る
リ
ズ
ム
の
障
害
の
あ
る
者
，
話
す
，
聞
く
等
言

語
機
能
の
基
礎
的
事
項
に
発
達
の
遅
れ
が
あ
る
者
，
そ
の
他
こ
れ
に
準
じ
る
者

（
こ
れ
ら
の
障
害
が
主
と
し
て
他
の
障
害
に
起
因
す
る
も
の
で
な
い
者
に
限
る
。
）

で
，
そ
の
程
度
が
著
し
い
も
の

言
語
障
害
者

口
蓋
裂
，
構
音
器
官
の
ま
ひ
等
器
質
的
又
は
機
能
的
な
構
音
障
害
の
あ
る

者
，
吃
音
等
話
し
言
葉
に
お
け
る
リ
ズ
ム
の
障
害
の
あ
る
者
，
話
す
，
聞
く
等
言

語
機
能
の
基
礎
的
事
項
に
発
達
の
遅
れ
が
あ
る
者
，
そ
の
他
こ
れ
に
準
じ
る
者

（
こ
れ
ら
の
障
害
が
主
と
し
て
他
の
障
害
に
起
因
す
る
も
の
で
な
い
者
に
限
る
。
）

で
，
通
常
の
学
級
で
の
学
習
に
お
お
む
ね
参
加
で
き
，
一
部
特
別
な
指
導
を
必

要
と
す
る
も
の

自
閉
症
者

自
閉
症
又
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
，
通
常
の
学
級
で
の
学
習
に
お
お
む
ね

参
加
で
き
，
一
部
特
別
な
指
導
を
必
要
と
す
る
程
度
の
も
の

情
緒
障
害
者

主
と
し
て
心
理
的
な
要
因
に
よ
る
選
択
性
か
ん
黙
等
が
あ
る
も
の
で
，
通
常
の

学
級
で
学
習
に
お
お
む
ね
参
加
で
き
，
一
部
特
別
な
指
導
を
必
要
と
す
る
程
度

の
も
の

知
的
障
害
者

一
知
的
発
達
の
遅
滞
が
あ
り
，
他
人
と
の
意
思
疎
通
が
困
難
で
日
常
生
活
を

営
む
の
に
頻
繁
に
援
助
を
必
要
と
す
る
程
度
の
も
の

二
知
的
発
達
の
遅
滞
の
程
度
が
前
号
に
掲
げ
る
程
度
に
達
し
な
い
も
の
の
う

ち
，
社
会
生
活
へ
の
適
応
が
著
し
く
困
難
な
も
の

知
的
障
害
者

知
的
発
達
の
遅
滞
が
あ
り
，
他
人
と
の
意
思
疎
通
に
軽
度
の
困
難
が
あ
り
日

常
生
活
を
営
む
の
に
一
部
援
助
が
必
要
で
，
社
会
生
活
へ
の
適
応
が
困
難
で
あ

る
程
度
の
も
の

学
習
障
害
者

全
般
的
な
知
的
発
達
に
遅
れ
は
な
い
が
，
聞
く
，
話
す
，
読
む
，
書
く
，
計
算
す

る
又
は
推
論
す
る
能
力
の
う
ち
特
定
の
も
の
の
習
得
と
使
用
に
著
し
い
困
難
を
示

す
も
の
で
，
一
部
特
別
な
指
導
を
必
要
と
す
る
程
度
の
も
の

注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
者

年
齢
又
は
発
達
に
不
釣
り
合
い
な
注
意
力
，
又
は
衝
動
性
・
多
動
性
が
認
め
ら

れ
，
社
会
的
な
活
動
や
学
業
の
機
能
に
支
障
を
き
た
す
も
の
で
，
一
部
特
別
な

指
導
を
必
要
と
す
る
程
度
の
も
の

（
学
校
教
育
法
施
行
令
第
2
2
条
の
3
）

（
平
成
2
5
年
1
0
月
4
日

初
等
中
等
教
育
局
長
通
知
）

（
平
成
2
5
年
1
0
月
4
日

初
等
中
等
教
育
局
長
通
知
）

特
別
支
援
学
校
・
特
別
支
援
学
級
・
通
級
に
よ
る
指
導
の
対
象
と
な
る
障
害
の
種
類
及
び
程
度

自
閉
症
者
・
情
緒
障
害
者

一
自
閉
症
又
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
，
他
人
と
の
意
思
疎
通
及
び
対
人
関

係
の
形
成
が
困
難
で
あ
る
程
度
の
も
の

二
主
と
し
て
心
理
的
な
要
因
に
よ
る
選
択
性
か
ん
黙
等
が
あ
る
も
の
で
，
社
会

生
活
へ
の
適
応
が
困
難
で
あ
る
程
度
の
も
の
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